
  

 

 

 

 

 

 

第 371 号 平成 31 年 1 月 10 日（木） 

発行 税理士法人 KJ グループ 

〒536-0006大阪市城東区野江 4丁目 1番 6号 

TEL：（06）6930-6388 

FAX：（06）6930-6389 

  

新しい時代を切り拓く実践経営情報紙 

19年度与党税制改正大綱を決定 
消費増税に伴う需要変動平準化等 
 

自民・公明両党は平成30年12月14日、翌年10月に予定される消費税率10％への引上げに伴う対

応として、需要変動の平準化に向けた取組みなどを中心とした2019年度与党税制改正大綱を決定

した。消費税増税に伴う駆込み需要や反動減対策としては、住宅と自動車の減税措置を柱とし、

住宅と自動車は消費税増税後に購入すればメリットのある措置を拡充した。一方で、所得税や法

人税などの大きな改正はなく、消費税増税を最優先する改正となった。 

住宅に係る需要変動の平準化のための措置は、2020年末までの間、消費税率10％が適用される

住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を３年延長し13年間とする。その際、11年目以

降の３年間については、消費税率２％引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける。 

自動車に係る措置では、自動車の保有に係る税負担を恒久的に引き下げる。自動車税は、消費

税増税後に新たに購入・登録した車を対象に、小型自動車を中心に全ての区分において、税率を

引き下げる。自動車取得時の負担感も緩和する。消費税増税時の2019年10月１日から2020年９月

30日までの間に自家用乗用車（登録車及び軽自動車）を取得した場合、環境性能割の税率を１％

分軽減する。 

また、消費税率引上げ時の価格設定の柔軟化も注目される。駆込みが起こったときの値上げや

消費が落ち込んだときの値下げを認め、需要変動の平準化を狙う。 

 

 


